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2026年５月８日 

各  位 

会 社 名 株 式 会 社  中 西 製 作 所 

代表者名 代表取締役社長 中 西 一 真 

(コード番号：5941 東証スタンダード市場) 

問い合せ先 取締役経営企画室長 吉川 日出行 

(TEL  03－6679－3007) 

 

当社株券等の大量買付行為への対応策（買収への対応方針） 

継続に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、

向上させることを目的として、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関

する基本方針（会社法施行規則第 118 条第３号に定義されるものをいい、以下「基本方針」

といいます。）に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配される

ことを防止するための取組み（会社法施行規則第 118条第３号ロ（２））として、下記のとお

り、当社株券等の大量買付行為への対応策（以下「本プラン」といいます。）を継続すること

を決定いたしましたので、ここにお知らせいたします。 

なお、本プランの継続につきましては、本定時株主総会において改めて株主の皆様のご意

思を確認させていただきます。 

本定時株主総会において、本プランの継続についてご承認いただいた場合の本プランの有

効期間は、本定時株主総会から３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する当社

定時株主総会の終了の時までとします。 

なお、本プランの導入を決議した当社取締役会においては、社外取締役４名及び社外監査

役３名の全員が出席し、本プランの具体的運用が適正に行われることを条件として、全員が

本プランの内容に賛同する旨の意見を述べております。 

また、2026年３月 31日現在における当社の大株主の状況は、別紙１「大株主の状況」のと

おりであり、現時点において、特定の第三者から当社株券等の大量買付行為を行う旨の提案

等を受けている事実はありません。 

 

記 

 

Ⅰ．財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

 

上場会社である当社の株式は、株主の皆様及び投資家の皆様による自由な取引に委ねられ
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ているため、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主の

皆様の意思に基づいて決定されることを基本としており、会社の支配権の移転を伴う当社株

券等の大量買付けに応じるか否かの判断も、最終的には株主の皆様全体の意思に基づいて行

われるべきものと考えております。また、当社は、当社株券等の大量買付けが行われる場合

であっても、それが当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資するものであれば

これを否定するものではありません。 

しかしながら、事前に当社取締役会の賛同を得ずに行われる当社株券等の大量買付けの中

には、その目的等から見て当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をも

たらすもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強制するおそれがあるもの、当社取締役会や

株主の皆様が株券等の大量買付けの内容等について検討し、又は当社取締役会が代替案を提

案するために必要かつ十分な時間や情報を提供しないもの、当社が買収者の提示した条件よ

りも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするものなど、当社の企業

価値ひいては株主の皆様の共同の利益を棄損するおそれをもたらすものも少なくないと想定

されます。 

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念、企業価値の

様々な源泉及び当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価

値ひいては株主の皆様の共同の利益を中長期的に確保・向上させる者でなければならないと

考えております。当社は、上記のような、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益

に資さない株券等の大量買付けを行う者が、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者

として不適切であり、このような者による株券等の大量買付けに対しては、必要かつ相当な

対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保する必

要があると考えております。 

 

Ⅱ．基本方針の実現に資する特別な取り組み 

 

1． 当社の事業特性と企業価値に関する考え方 

 当社は、昭和 21 年（1946 年）11 月の戦後学校給食の再開された年に、給食用アルミ食器

の販売を目的として創業され、その後、1958年８月に業務用厨房機器の製造及び販売を目的

として会社組織に再編される形で、大阪府大阪市生野区（現在の本店所在地）に設立されま

した。 

 その後、学校給食用の大量調理用機器として、調理機、洗浄機、また、日本初となる熱風

消毒保管機を開発し、自動フライヤー、自動炊飯システムといった省力化・省人化システム

の開発にもいち早く取り組んで参りました。また、当社の戦略商品である連続式過熱水蒸気

調理機の SV ロースターは学校給食だけでなく、弁当・惣菜工場など短時間で大量の調理を

行う必要があるお客様に広く導入されております。 

こうした開発への努力が実を結び、当社のお客様は、学校給食センターなどの学校給食分
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野や医療・老人福祉関連などの病院給食分野、学生食堂・社員食堂などの事業所給食分野だ

けでなく、大手外食チェーン店などの外食産業や、食生活の多様化を背景に惣菜やレトルト

食品、コンビニ弁当などを調理する食品工場など多岐にわたっております。 

また、コロナ禍によって、経済格差と栄養状態の格差の関係も注目を集めるようになりま

したが、当社は食事において安価な値段で誰もが適正な栄養を補給できる社会の実現を目指

すべきと考えております。これをひとつの形として実現しているのが学校給食制度であり、

当社は、「いただきますの未来をつくる」というコーポレートスローガンを掲げ、世界的にも

注目をされている日本の学校給食制度を支え、世界一給食について真剣に考えている企業と

しての自覚と自負を持って日々の業務に励んでおります。 

当社では、当社の強みを、単なる機械メーカーに留まらず、お客様の課題に対して「提案」、

「設計」、「施工」、「開設支援」を一貫してご提供できる点にあると考えており、業態や地域

を超えて様々な分野の厨房を「トータルサポート」できることが当社の企業価値の源泉のひ

とつであると考えております。 

また、全国に展開した販売網を基盤として、時代の流れやマーケットニーズを的確に捉え

た製品やトータルシステムの開発を進められる「企画・開発力」、そして全国の学校給食イン

フラの維持・サポートを行う「メンテナンス力」が、当社の企業価値の源泉の重要な要素と

なっていると考えております。 

当社では、「われわれは、切磋琢磨して、斬新なアイデアを提供できる企業人となり、万人

の食生活をますます豊かにすることに貢献する。」及び「われわれは、良品廉価を持って顧客

に奉仕し、その繁栄とともに、われわれ自身の生活向上を目指す。」を経営理念としておりま

す。 

上記の企業価値の源泉は、こうした経営理念に基づいたものであり、当社は、これからも

人々の社会生活の多様化に対応した「食文化のコーディネーター」人材を多数輩出して、食

生活に新たな価値を創造してまいります。 

 

2． 中期経営計画に基づく企業価値向上への取り組み 

当社は、2025年５月に 2025年度から 2027年度までの「中期経営計画」（以下「当中期経営

計画」といいます。）を対外発表しております。当中期経営計画の策定にあたり、当社の長期

ビジョンとして『厨房エンジニアリングのリーディングカンパニーとして、チャレンジ精神

と高い技術力で食の未来を創造し関わる人すべてに笑顔と健康を届ける』を掲げております。 

当社は、厨房エンジニアリングのリーディングカンパニーとして主力市場である給食市場

への厨房機器の製造・販売に加えて、中食・食品加工等の食品エンジニアリングや海外、そ

の他新規領域への積極的な進出・拡大を目指し、厨房機器・食品加工業界をリードする存在

を目指します。 

当社は、給食施設・食品工場・飲食店など、多様なお客様のご要望に応えるため、新しい

取り組みに積極的に挑んできました。当社に根付くチャレンジ精神と、礎となる製造開発・
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技術力に磨きをかけ、これからも新しい価値を創り続けます。 

当社は、お客様に満足いただける製品・サービスを届けるだけでなく、従業員が安心感と

誇りを持って働ける環境づくりにも注力することで、社内外全てのステークホルダーに愛さ

れ、信頼される企業を目指します。 

この長期ビジョンに基づいた当中期経営計画のビジョンは「さらなる飛躍への基盤づくり

～人と組織の力を高め、新たな挑戦へ～」としております。当中期経営計画における具体的

な取組みは以下の通りです。 

 

(ア)トップシェア領域でのリーダーポジションの確立 

既に日本社会が少子・高齢化時代に突入して久しく、学校給食を食べる児童・生徒の

減少傾向は留まりません。また、入院期間の短縮化などで病院給食市場も飽和状態にあ

ります。こうした中、当社ではこれまでのお客様との関係を大切にして、従来通り学校・

病院給食市場をベースとしつつも、学校給食市場における学校統合や給食提供方式の単

独校方式からセンター方式への切替え、病院給食市場における院内調理方式からセント

ラルキッチン方式への切替えなどといった市場環境の変化に伴うビジネスチャンスを逃

さずシェアを拡大してまいります。 

学校給食市場ではトップシェアをゆるぎないものへとし、病院給食市場においては中

長期的視点で注力しトップシェアを目指して売上を拡大して参ります。 

（イ）チャレンジ領域への積極的なアプローチ 

従来の業務用厨房機器市場の周辺領域にあたる食品機械市場への販路拡大については、

引き続き国内の中食・食品加工市場への攻略を進めます。また海外市場への本格展開も

並行して進めます。 

バリューチェーンでの上流にあたるレイアウト設計やライン設計、動線改善指導等の

エンジニアリング・コンサルティング分野へのにじみ出し戦略も継続して参ります。周

辺領域や新領域の模索・進出については資本業務提携・M&A・ベンチャー出資など様々な

手法を駆使して時間とリスクを最小化しつつシナジー効果の早期刈り取りを目指します。 

(ウ)人材確保・育成を中核に据えた組織力の向上 

当社では業界に先駆けてデジタル技術の活用と情報革新に取組んでおり、2023年には

厨房機器業界では初となる DX 認定企業となりました。当社の DX 戦略は 2025 年 2 月に

再策定を行い開示しております。この DX 戦略の実行により厨房機器業界内でのデジタ

ル化推進ナンバーワン企業としての立場をより強固にしていきます。 

当中期経営計画では、長期ビジョン実現に向けた人材への積極投資を重要戦略のひと

つとして位置づけており、人材の確保と育成のために積極的投資を行います。現在管理

部内にある人事機能を増員・強化し戦略的な人事施策の立案、実行を行える体制を早期

に実現します。 

当社の経営理念に「斬新なアイデアの提供」「企業人」という言葉があるように、企業
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価値の源泉のひとつには当社の人材があり、その人材たる社員からの様々なアイデアの

発露が不可欠だと考えております。 

優れたアイデアを生み出すためには、安心して働き続けられる環境が必要であり、就

業しながら子育てを継続、仕事と子育てを両立させる仕組みが必要です。当社では、2022

年度より社員の子どもの給食費を会社が支給する制度を導入し、安心して子どもを生み

育てる環境づくりのための行動をはじめています。 

なお、2020年度からは、地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）を活用して、全国

の自治体様が取組む少子化対策や次世代育成事業への支援を行い、社会問題の解決への

貢献や地域との交流などを通じて、社員が誇りを持って仕事に取り組めるようにしてい

ます。 

当社の社員が、業績向上への意識ばかりではなくサステナブルな社会の実現を目指し

て、社員とその家族はもとより、あらゆる人が自分らしい人生を健康で豊かに楽しむこ

とのできる社会の実現に向けて行動することを目指しています。 

 

当中期経営計画でもお示ししたとおり、当社は、以上の(ア)から(ウ)の取組みを通じて、

経営目標として 2027年３月期の売上高目標を 420億円とし、長期的には 80期（2035年）に

は売上高 500億円の達成を目指していく所存であります。 

 

3． コーポレートガバナンス機能の強化・充実・取り組み  

当社は、株主、取引先、社員などすべてのステークホルダーの期待に応え、企業価値の向

上を図っていくために、コーポレートガバナンス体制の充実を経営の重要課題のひとつと認

識し、透明・ 公正かつ効率性の高い経営の実践に努めています。 

当社は、監査役会設置会社の形態を採用し、コーポレートガバナンス体制の改善・強化に

努めております。2019年６月には執行役員制度を導入し、執行役員に業務執行の権限を委譲

し、経営責任を明確にするとともに意思決定及び業務執行のスピードアップを図ってまいり

ました。 

 当社の取締役会は、取締役 10名で構成され、うち社外取締役は４名で、そのうち３名につ

いて東京証券取引所に対し、「独立役員」として届け出ております。また、当社の監査役会は、

監査役４名で構成され、うち社外監査役は３名で、その全員を東京証券取引所に対し、「独立

役員」として届け出る予定です。 

当社は、今後もより一層、経営の健全性・透明性を向上させるべく、コーポレートガバナ

ンス体制の強化に努めてまいります。 

 

Ⅲ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配される

ことを防止するための取組み 
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1． 本プラン継続の目的 

本プランは、上記Ⅰ．「財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」

記載の基本方針に沿って、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上

させる目的をもって継続されるものです。 

 当社取締役会は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の

利益に資さない当社株券等の大量買付けを行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支

配する者として不適切であると考えています。このような不適切な者によって当社の財務及

び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同

の利益に反するような株券等の大量買付けを抑止するためには、大量買付けを行う者に対し

て、当該買付けが当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に及ぼす影響を適切に判

断するために必要かつ十分な情報を提供するように求めること、大量買付けを行う者が提案

する事業及び経営方針が当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に与える影響を当

社取締役会が評価・検討して株主の皆様の判断の参考に供すること、当社取締役会が買付け

を行う者との間で当社の事業及び経営の方針等について交渉・協議を行い、当社取締役会と

しての事業及び経営の方針等に関する代替案を株主の皆様に提示するというプロセスを確保

するとともに、場合によっては、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に対して

回復し難い損害をもたらすことを防止するため、株券等の大量買付けに対する対抗措置を発

動することが、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上に資するもの

であると考えております。 

 以上のことから、当社は、当社株券等に対する大量買付けが一定の合理的なルールに従っ

て行われるよう、株券等の大量買付けの提案がなされた場合における情報提供等に関する一

定のルール（以下「大量買付ルール」といいます。）を設定するとともに、上記Ⅰ.「財務及

び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」記載の基本方針に照らして不

適切な者によって大量買付けがなされた場合に、それらの者によって当社の財務及び事業の

方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、対抗措置の発動手続 

等を定めた本プランの継続を株主の皆様にお諮りすることといたしました。 
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2． 本プランの概要 

本プランは、(i)当社の株券等1の特定株式保有者等2の議決権割合3を 20％以上とする当

社株券等の買付行為又は(ii)結果として特定株式保有者等の議決権割合が20％以上となる

当社株券等の買付行為（いずれについても当社取締役会があらかじめ同意したものを除き、

また、市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問わないものとします。）若し

くは(iii)上記の(i)又は(ii)の行為が行われたか否かにかかわらず、当社の特定の株主が、

当社の他の株主4との間で、当該他の株主が当該特定の株主の共同保有者に該当するに至る

ような合意その他の行為、又は当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を

実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係5を樹立する行為6

（ただし、当該特定の株主と当該他の株主の議決権割合が20％以上となるものに限ります。

以下、(i)乃至(iii)の行為を総称して「大量買付行為等」といい、大量買付行為等を行う

者を「大量買付者」といいます。）に応じるか否かを株主の皆様に適切に判断していただく

ために必要かつ十分な時間及び情報を確保するために、当社取締役会が、大量買付者に対

して、事前に大量買付情報（下記 3.(1) イ「情報の提供」において定義します。）の提供を

求め、当該大量買付行為等について評価、検討、大量買付者との買付条件等に関する交渉

又は株主の皆様への代替案の提案等を行うとともに独立委員会（詳細については下記 3.(3) 

ア「独立委員会の設置」をご参照ください。）の勧告を最大限尊重したうえで、大量買付行

為等に対して、新株予約権の無償割当てその他当該時点において相当と認められる対抗措

置を発動するためのルールを定めております。 

 
1 金融商品取引法第 27条の 23第１項に規定する株券等を意味します。 
2 (i)当社の株券等（金融商品取引法第 27条の 23第１項に規定する株券等を意味します。）の保有者（同法

第 27条の 23第１項に規定する保有者をいい、同条第３項に基づき保有者とみなされる者及び当社取締役会

がこれに該当すると認めた者を含みます。以下、同様とします。）及びその共同保有者（同法第 27条の 23

第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者及び当社取締役会がこ

れに該当すると認めた者を含みます。以下、同様とします。）又は、(ii)当社の株券等（同法第 27条の２第

１項に規定する株券等をいいます。）の買付け等（同法第 27条の２第１項に規定する買付け等をいい、その

方法を問わず取引所金融商品市場において行われるものを含みます。）を行う者及びその特別関係者（同法

第 27条の２第７項に規定する特別関係者及び当社取締役会がこれに該当すると認めた者をいいます。）を意

味します。 
3 議決権割合の計算において分母となる総議決権数は、当社のその時点での発行済株式総数（ただし、議決

権のある株式に限ります。）から、有価証券報告書又は四半期報告書のうち直近に提出されたものに記載さ

れた数の単元未満株式数及び有価証券報告書、四半期報告書又は自己株券買付状況報告書のうち直近に提出

されたものに記載された数の保有自己株式数（ただし、単元未満株式数を除きます。）を減じた株式数（た

だし、単元未満株式数を除きます。）を、１単元の株式数で除した数とします。 
4 複数である場合を含みます。以下、(iii)において同様とします。 
5 「当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同な

いし協調して行動する関係」が樹立されたか否かの判定は、新たな出資関係、業務提携関係、取引ないし契

約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係、デリバティブや貸株等を通じた当社株券等に関する

実質的な利害関係等の形成や、当該特定の株主及び他の株主が当社に対して直接・間接に及ぼす影響等を基

礎に行うものとします。 
6 上記(iii)所定の行為がなされたか否かの判定は、当社取締役会が独立委員会の勧告に基づき合理的に行

うものとします。なお、当社取締役会は、当該(iii)の要件に該当するか否かの判定に必要と判断される範

囲において、当社の株主に対して必要な情報の提供を求めることがあります。 
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 なお、本プランの導入時点において、①既に当社の株券等の特定株式保有者等の議決権

割合が 20％以上となっている者は大量買付者の定義から除く（ただし、その者が、本プラ

ンの導入時点以後に当社の株券等を取得した場合は大量買付者の定義から除かないものと

します。）ものとし、また、②当社の株券等の特定株式保有者等の議決権割合が 20％以上と

なっている者のうち、当社の事業活動の支配又は当社の事業活動に対する影響力の行使を

目的としないと判断される者についても大量買付者の定義から除くものとしておりました

（ただし、②は、その者が当社の株券等について議決権割合で 20％以上を保有する者でな

くなるように当社の株券等を速やかに処分する場合又は当社の株券等について（当該株券

等に関する議決権その他の権利の行使又は留保を一切行うことなく）当社が了承する内容

の契約を速やかに締結し、履行する場合に限ります。）が、この点は、本プランの継続にあ

たっても同様となります。 

また、本プランにおいては、当社取締役会が、独立委員会に対する諮問に加え、株主の

皆様の意思を直接確認することが実務上適切と判断する場合又は独立委員会が株主総会を

開催すべき旨の勧告を行った場合には、対抗措置の発動にあたり、株主総会を開催し、対

抗措置発動の是非の判断を株主の皆様の意思に委ねることとしております。 

大量買付者は、大量買付ルールに従って、当社取締役会又は株主総会において対抗措置

の発動の是非に関する決議が行われるまでは、大量買付行為等を開始することができない

ものとします。 

なお、本プランの手続の流れについては、別紙２「本プランの概要」をご参照ください。 

 

3． 大量買付ルールの内容 

(1) 大量買付者に対する情報提供の要請 

ア 買付意向表明書の提出 

大量買付者が大量買付行為等を行おうとする場合には、まず、当社取締役会に対し

て、大量買付者の氏名又は名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先等の

大量買付者の基本情報、大量買付者が提案する大量買付行為等の概要及び大量買付ル

ールを遵守する旨の誓約文言等を記載した買付意向表明書（以下「意向表明書」とい

います。）を当社所定の書式により、日本語で提出していただくこととします。 

 

イ 情報の提供 

当社取締役会は、意向表明書を受領した後 10営業日以内に、株主の皆様のご判断及

び当社取締役会としての意見形成のために提供していただく情報（以下「大量買付情

報」といいます。）のリストを大量買付者に交付し、大量買付者には、速やかに当該リ

ストに記載された情報を当社所定の書式にて、日本語で提供していただくこととしま

す。提供を求める大量買付情報の項目は下記①乃至⑨のとおりです。 
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① 大量買付者及びそのグループ（特定株式保有者等、利害関係者及び組合・ファン

ドの場合の各組合員その他の構成員を含みます。以下、同様とします。）の概要（具

体的な名称、事業内容、資本構成及び財務内容等を含みます。） 

② 大量買付行為等の目的、方法及び内容（対象となる株券等の種類及び数、対価の

種類及び価額、実施時期、関連する取引の仕組み、方法の適法性、実行の蓋然性

並びに大量買付行為等後に当社の株券等が上場廃止となる見込みがある場合には

その旨及びその理由等を含みます。） 

③ 大量買付行為等に際しての第三者との間の意思連絡の有無及び意思連絡がある場

合にはその内容 

④ 大量買付行為等の対価の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定機関の情報、

算定に用いた数値情報及び一連の取引により生じることが予想されるシナジーの

内容等を含みます。） 

⑤ 大量買付行為等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具

体的名称、調達方法及び関連する取引の内容等を含みます。） 

⑥ 大量買付行為等後に意図する当社及び当社グループの事業計画を含む経営方針、

資本政策、配当政策及び財務政策 

⑦ 大量買付行為等後における顧客、取引先及び当社従業員等その他当社のステーク

ホルダーに対する対応方針 

⑧ 当社の大量買付者以外の株主の皆様との間の利益相反を回避するための具体的方

策 

⑨ その他当社取締役会又は独立委員会が合理的に必要と判断する情報 

 

当社取締役会は、独立委員会に対する諮問を経て、大量買付者から提供された大量

買付情報が、大量買付者が行おうとする大量買付行為の内容等を検討するために不十

分であると判断した場合には、大量買付者に対して、適宜回答期限を定めて追加情報

を提供するよう求めることができるものとします。 

また、当社取締役会は、本検討期間（下記(2)「当社取締役会における大量買付行為

等の検討等」において定義するものとします。）開始後に、大量買付者が、大量買付情

報を要求した前提となる大量買付行為等の内容を変更した場合には、当該変更後の大

量買付行為等に係る大量買付情報の提供を求めることができるものとします。 

なお、当社取締役会は、大量買付行為等の提案があった事実及び大量買付者から提

供された情報が株主の皆様のご判断に必要であると認められる場合には、適時適切に

開示を行います。また、当社取締役会は、大量買付者による大量買付情報の提供が完

了したと合理的に判断されるときは、その旨並びに下記(2)の本検討期間の始期及び終

期を大量買付者に通知（以下「情報提供完了通知」といいます。）するとともに、適時

適切に開示を行います。 
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(2) 当社取締役会における大量買付行為等の検討等 

当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、大量買付者から受領した大量買付情

報及び当社取締役会が独自に入手した情報等に基づいて、大量買付者による大量買付行

為等が、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上に資するもので

あるか否かを評価・検討し、必要に応じて、大量買付者との買付条件等に関する交渉、

代替案の提案等を行うとともに、対抗措置の発動の是非を検討することとします（以下、

当該一連の検討を「本検討」といいます。）。 

当社取締役会は、本検討を行うにあたって、下記(3)「独立委員会の勧告」記載の独立

委員会に対する諮問を行うほか、必要に応じて、当社取締役会から独立した第三者（フ

ァイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士及びコンサルタント等の専門家を

含みます。）の助言を受けることができるものとします。 

また、当社取締役会は、本検討を行う期間（以下「本検討期間」といいます。）として、

大量買付行為等の内容に応じて、下記 a.及び b.の期間を設定し、大量買付者は、本検討

期間が経過するまで（ただし、当社取締役会が、下記 4.(1)ウのとおり、株主総会の開催

を決定した場合については当社株主総会において対抗措置の発動の是非が決定されるま

で）は大量買付行為等を開始することができないものとします。 

 

a. 現金のみを対価（円貨）とする公開買付けによる当社株券等の全部買付けの場合 

情報提供完了通知を行った日から 60日間（初日不算入） 

b. a.以外の方法による大量買付行為等の場合 

情報提供完了通知を行った日から 90日間（初日不算入） 

 

なお、当社取締役会は、独立委員会からの勧告を受けて、その決議により、本検討期

間を最大 30日間延長できるものとします。当社取締役会は、本検討期間の延長の決議を

行った場合には、大量買付者に対して、本検討期間を延長する旨及び延長の理由を通知

するとともに、適時適切に開示を行います。 

当社取締役会は、本検討を通じて、大量買付行為等に関する当社取締役会としての見

解を慎重にとりまとめ、適時適切に開示を行います。 

 

(3) 独立委員会の勧告 

ア 独立委員会の設置 

本プランにおいては、大量買付者に対する対抗措置の発動にあたり、当社取締役会

の恣意的判断を排除するため、当社取締役会の諮問機関として、当社の業務執行を行

う経営陣から独立している、社外者のみから構成される独立委員会を設置します（独

立委員会の規則の概要については別紙３「独立委員会規則の概要」のとおりです。）。 
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独立委員会は３名以上の委員で構成されるものとし、その委員は、当社取締役会か

らの独立性が高い社外取締役及び社外監査役の中から選任されるものとします。本プ

ランの導入の継続が承認された後の、独立委員候補者及びその略歴等については別紙

４「独立委員会の委員の略歴」をご参照ください。 

イ 独立委員会による検討等 

独立委員会は、当社取締役会から諮問を受けた事項について、本検討期間内におい

て審議・検討し、当社取締役会に対して、勧告（対抗措置の発動の是非についての勧

告のほか、当社取締役会から諮問を受けた事項の実施の是非等についての勧告を含み

ます。）を行います。 

独立委員会は、当社取締役会を通じて受領した大量買付情報その他大量買付者から

提供を受けた情報に基づいて、審議・検討を行うものとしますが、審議・検討にあた

り、大量買付情報その他大量買付者から提供を受けた情報が不十分であると判断した

場合には、当社取締役会を通じて大量買付者に対して、適宜回答期限を定めたうえで、

追加情報の提供を求めることができるものとします。 

また、独立委員会は、大量買付情報その他大量買付者から提供を受けた情報と当社

取締役会の事業計画、当社取締役会による企業価値の評価等との比較検討を行うため

に、当社取締役会に対しても、適宜回答期限を定めたうえで、大量買付者の大量買付

情報その他大量買付者から提供を受けた情報の内容に対する意見（留保する旨の意見

を含むものとします。）、その根拠資料、代替案（代替案がある場合に限ります。）その

他独立委員会が適宜必要と認める情報等の提供を求めることができるものとします。 

さらに、独立委員会は、審議・検討にあたり、必要に応じて、当社の費用負担にお

いて、当社取締役会から独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会

計士、弁護士及びコンサルタント等の専門家を含みます。）の助言を受けることができ

るものとします。 

当社取締役会は、独立委員会から勧告が行われた場合は、勧告の事実とその概要そ

の他当社取締役会が適切と判断する事項について適時適切に開示を行います。また、

当社取締役会における判断にあたっては、独立委員会の勧告の内容を最大限尊重した

うえで、決議を行うものとします。 

なお、独立委員会は、当社取締役会に対して勧告を行った後であっても、当該勧告

後に大量買付者が大量買付行為等を中止した場合等、勧告の前提となる事実に変更が

あった場合には、勧告内容の変更又は勧告の撤回等を行うことができるものとします。 

 

4． 大量買付行為等に対する対抗措置 

(1) 対抗措置発動の条件 

ア 大量買付ルールが遵守された場合 

本プランは、当社の経営に重大な影響力を与えうる規模の大量買付行為等について、
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当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させるという観点か

ら、株主の皆様に、大量買付情報をはじめとする大量買付行為等を受け入れるか否か

の判断のために必要かつ十分な情報、大量買付者との交渉に基づく当社取締役会の評

価、意見及び代替案の提案等を受ける機会の提供並びにこれらの検討のために必要か

つ十分な時間を保証することを目的として一定の手続を定めているものです。 

したがいまして、大量買付者が、大量買付ルールを遵守した場合には、原則として、

対抗措置の発動は行わないものとします。 

ただし、大量買付者が、大量買付ルールを遵守している場合であっても、当社取締

役会が、大量買付情報その他大量買付者から受領した情報及び当社取締役会が独自に

入手した情報に基づいて、大量買付行為等の内容等を検討した結果、当該大量買付行

為等が、当社に回復し難い損害をもたらすことが明らかであると認められ、かつ、対

抗措置を採ることが相当であると判断する場合には、当社取締役会は、独立委員会の

勧告を最大限尊重したうえで、対抗措置の発動の決議を行うものとします。ここで、

大量買付行為等が、当社に回復し難い損害をもたらすことが明らかであると認められ

る場合とは、具体的には、下記①乃至⑨のいずれかの要件の一つ又は複数の要件に該

当する場合をいうものとします。 

① 真に当社の会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、株価をつり上げて高

値で当社株券等を当社又は当社の関係者に引き取らせる目的で大量買付行為等

を行っている場合（いわゆるグリーンメイラー） 

② 当社の会社経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハ

ウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を大量買付者又はそのグループに移譲さ

せる目的で大量買付行為等を行っている場合 

③ 当社の会社経営を支配した後に当社の資産を大量買付者又はそのグループの債

務の担保や弁済原資として流用する予定で大量買付行為等を行っている場合 

④ 当社の会社経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有

価証券など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当

をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社株券

等の高値売り抜けをする目的で大量買付行為等を行っている場合 

⑤ 最初の買付けで全ての当社株券等の買付けの勧誘をすることなく、二段階目の買

付条件を不利に（あるいは明確にしないで）設定し、買付けを行うことにより、

株主の皆様に事実上売却を強要する結果となっている場合（いわゆる強圧的二段

階買収）等に代表される、構造上株主の皆様の判断の機会又は自由を制約するよ

うな強圧的な方法による大量買付行為等を行っている場合 

⑥ 買付けの条件（買付対価の価格・種類、買付けの時期、買付方法の適法性、買付

けの実行の蓋然性、買付け後の経営方針・事業計画並びに買付け後における当社

の他の株主及びステークホルダーに対する対応方針等を含みます。）が当社の本

源的価値に鑑み不十分又は不適当な買付けの場合 

⑦ 大量買付者及びその経営陣又は主要株主若しくは出資者に反社会的勢力と関係
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を有する者が含まれている場合等、大量買付者が当社の財務及び事業の方針の決

定を支配する者として不適切であると、公序良俗の観点から合理的に判断される

場合 

⑧ 大量買付者の提示する当社の経営方針及び事業計画等が、当社の製品等の安定供

給に支障を来たす恐れを生じさせ、当社の顧客の利益に重大かつ深刻な影響が及

ぶことが想定され、その結果、当社が上記Ⅱ１．に記載の当社の経営理念を果た

せなくなると合理的に判断される場合 

⑨ 大量買付者による支配権の取得により、当社の企業価値を生み出すうえで必要不

可欠な顧客、取引先及び当社従業員その他当社のステークホルダーの利益を含む

当社の企業価値が毀損され、ひいては株主の皆様の共同の利益が著しく毀損され

る場合 

 

イ 大量買付ルールが遵守されない場合 

大量買付者が、大量買付ルールを遵守しなかった場合、当社取締役会は、独立委員

会の勧告を最大限尊重したうえで、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益

の確保・向上のために、対抗措置の発動の決議を行うものとします。 

 

ウ 株主総会の開催 

上記ア「大量買付ルールが遵守された場合」記載のとおり、大量買付ルールが遵守

された場合には、当社取締役会において、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、

大量買付行為等に対する対抗措置発動の是非を決議することを原則としますが、本プ

ランに従った対抗措置の発動の是非に関する決議に際して、大量買付者による大量買

付行為等の内容、時間的猶予等諸般の事情を考慮のうえ、法令及び当社取締役の善管

注意義務等に鑑みて、独立委員会に対する諮問に加え、株主の皆様の意思を直接確認

することが実務上適切と判断する場合又は独立委員会が株主総会を開催すべき旨の勧

告を行った場合には、当社取締役会は、株主総会を招集し、対抗措置の発動の是非に

関する株主の皆様の意思を確認するものとします。当社取締役会は、株主総会の開催

を決定した場合、速やかに当該決定を行った事実及びその理由を開示するとともに、

実務上可能な範囲で可及的速やかに株主総会を招集するものとします。 

また、当社取締役会は、株主総会が開催された場合、対抗措置の発動の是非に関し

て、当該株主総会における株主の皆様の判断に従うものとします。 

なお、大量買付者は、当社取締役会が株主総会の開催を決定した場合には、当該株

主総会において対抗措置の発動に関する議案が決議されるまでの間、大量買付行為等

を開始してはならないものとします。 

 

(2) 対抗措置の発動及びその内容 
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当社取締役会は、大量買付者が、大量買付ルールを遵守しない場合又は大量買付ルー

ルを遵守した場合でも、大量買付行為等が当社に回復し難い損害をもたらすことが明ら

かであると認められ、対抗措置を採ることが相当であると判断する場合には、独立委員

会の勧告を最大限尊重したうえで、大量買付行為等に対して対抗措置を発動するものと

します。また、対抗措置の発動に関し、独立委員会に対する諮問に加え、株主の皆様の

意思を確認するために株主総会が開催された場合には、当該株主総会における株主の皆

様の判断に従って、対抗措置の是非を決定するものとします。 

具体的な対抗措置としては、新株予約権の無償割当てその他法令又は当社定款におい

て当社取締役会の権限として認められているものの中から、その時々の状況に応じて、

適切なものを選択するものとしますが、新株予約権の無償割当てを行う場合の当該新株

予約権の概要は別紙５「新株予約権の概要」のとおりです。 

なお、当社取締役会は、対抗措置の発動を決定した後であっても、大量買付行為等の

内容の変更又は撤回等、対抗措置発動の前提となる事実に変化が生じたなどの理由によ

り、当該大量買付行為等が、当社に回復し難い損害をもたらすことが明らかである行為

であると認められなくなった場合又は対抗措置を採ることが相当ではないと判断される

場合には、独立委員会への諮問を経たうえで、対抗措置の発動に係る決議を中止又は撤

回することができるものとします。 

また、当社は、対抗措置の発動に係る決議を中止又は撤回する場合には適時適切に開

示を行います。 

 

5． 本プランの有効期間、廃止及び変更 

本プランの有効期間は、本定時株主総会の終了の時までとし、本プランの継続が本定時

株主総会において承認された場合の有効期間は、本定時株主総会後３年以内に終了する事

業年度のうち最終のものに関する当社定時株主総会の終了の時までとします。 

もっとも、有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本プランを廃止する旨

の決議が行われた場合又は当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた

場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。 

また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プラン導入の趣旨に反し

ない限り、本プランに関する法令、取引所規則等の新設又は改廃が行われたことにより、

本プランを修正することが適切な場合又は誤字脱字等の修正・補充等の字句の修正を行う

のが適切であり、当該修正により株主の皆様に不利益を与えない場合等には、独立委員会

の承認を得たうえで、本プランを修正し、又は変更することができるものとします。 

当社取締役会は、本プランの廃止、修正又は変更がなされた場合には、当該廃止、修正

又は変更の事実及び内容その他の事項について、適時適切に開示を行います。 
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Ⅳ．各取組み等に対する当社取締役会の判断及びその理由 

 

1． 基本方針の実現に資する特別な取組み（上記Ⅱ．）について 

上記Ⅱ.「基本方針の実現に資する特別な取組み」に記載した各取組みは、当社の企業価

値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上させるための具体的

取組みとして策定されたものであり、基本方針の実現に資するものです。 

したがいまして、これらの各取組みは、基本方針に沿い、当社の株主の皆様の共同の利

益を損なうものではなく、当社役員等がその会社役員の地位を維持することを目的とする

ものではありません。 

 

2． 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配される

ことを防止するための取組み（上記Ⅲ．）についての判断 

(1) 本プランが基本方針に沿うものであることについて 

本プランは、大量買付行為等が行われる際に、当該大量買付行為等に応じるべきか否

かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要かつ十

分な時間や情報を確保することや、株主の皆様のために大量買付者等と交渉を行うこと

などを可能とすることにより、もって当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益

を確保する取組みであり、基本方針に沿うものであります。 

 

(2) 本プランが当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員等

がその会社役員の地位を維持することを目的とするものではないこと 

当社は、以下の理由により、本プランは、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうも

のではなく、また、当社役員等がその会社役員の地位を維持することを目的とするもの

ではないと考えております。 

ア 買収への対応方針に関する各指針等に適合すること 

本プランは、経済産業省及び法務省が平成 17 年５月 27 日付けで公表した「企業価

値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」において定め

られた①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原

則、③必要性・相当性確保の原則の三原則を完全に充足し、また、東京証券取引所の

有価証券上場規程第 440 条（買収への対応方針の導入に係る遵守事項）に規定される

各事項を遵守するものです。さらに、本プランは、企業価値研究会が平成 20年６月 30

日付けで公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」、経済産業省

が令和 5年 8月 31日に公表した「企業買収における行動指針－企業価値の向上と株主

利益の確保に向けて－」並びに東京証券取引所が平成 27 年６月１日付けで公表した

「コーポレートガバナンス・コード」の原則 1-5.（いわゆる買収防衛策）及び補充原

則 1-5①を踏まえた内容になっております。 
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イ 株主の皆様の意思が重視されていること 

当社は、本プランの導入を決議した当社取締役会において、本プランの継続につい

て本定時株主総会において議案としてお諮りすることをあわせて決議しております。 

また、上記Ⅲ.5.「本プランの有効期間、廃止及び変更」記載のとおり、本プランの

有効期間満了前であっても、当社株主総会において、本プランを廃止する旨の決議が

行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになっており、本プランは、

その廃止においても、株主の皆様の意思が尊重されることになっております。 

これらに加えて、上記Ⅲ.4.(1)ウ「株主総会の開催」記載のとおり、当社取締役会

は、実務上適切であると判断する場合又は独立委員会からの勧告があった場合には、

株主総会を開催し、対抗措置の発動の是非についても、株主の皆様の意思を確認する

こととされており、株主の皆様の意思が反映されます。 

また、株主の皆様に、本プランの廃止等の判断、大量買付行為等に応じて当社株式

の売却を行うか否かについての判断及び対抗措置の発動の是非を判断する株主総会に

おける議決権行使等の際の意思形成を適切に行っていただくために、当社取締役会は、

上記Ⅲ.3.(1)「大量買付者に対する情報提供の要請」記載のとおり、大量買付情報そ

の他大量買付者から提供を受けた情報を株主の皆様へ当社取締役会が適当と認める時

期及び方法により開示することとしております。 

 

ウ 取締役会の恣意的判断を排除するための仕組みが定められていること 

① 独立性の高い社外者の判断の重視 

当社は、当社取締役会の恣意的判断を排除するために、独立委員会を設置して

おります。当社に対して大量買付行為等がなされた場合には、上記Ⅲ.3.(3)「独

立委員会の勧告」記載のとおり、独立委員会が、大量買付行為等に対する対抗措

置の発動の是非等について審議・検討したうえで当社取締役会に対して勧告を行

い、当社取締役会は当該勧告を最大限尊重して決議を行うこととされており、取

締役会の恣意的判断に基づく対抗措置の発動を可及的に排除することができる仕

組みが確保されています。 

 

② 合理的な客観的要件の設定 

対抗措置は、上記Ⅲ.4.「大量買付行為等に対する対抗措置」記載のとおり、大

量買付者が、本プランにおいて定められた大量買付ルールを遵守しない場合又は

大量買付行為等が、当社の企業価値を著しく損なう場合として合理的かつ詳細に

定められた客観的要件を充足した場合にのみ発動されることとされており、この

点においても、当社取締役会による恣意的な対抗措置の発動を可及的に排除する

仕組みが確保されています。 
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エ デッドハンド型やスローハンド型の買収への対応方針ではないこと 

上記Ⅲ.5.「本プランの有効期間、廃止及び変更」記載のとおり、本プランは、当社

取締役会により廃止することができるものとされていることから、デッドハンド型の

買収への対応方針7ではありません。また、当社は期差任期制を採用していないため、

本プランはスローハンド型の買収への対応方針8でもありません。 

 

 

Ⅴ．株主の皆様及び投資家の皆様に与える影響等について 

 

1． 本プランの導入時に株主の皆様及び投資家の皆様に与える影響 

本プランは、導入時点において新株予約権の割当て等を行うものではありませんので、

株主の皆様の権利関係に直接の影響はありません。 

もっとも、本プランは、株主の皆様及び投資家の皆様が大量買付行為等に応じるか否か

を判断するために必要かつ十分な時間及び情報を確保することや、現に当社の経営を担っ

ている当社取締役会の評価、意見等を提供し、さらには、株主の皆様及び投資家の皆様が

代替案の提案を受ける機会を保証することを目的としております。これにより、株主の皆

様及び投資家の皆様は、必要かつ十分な時間及び情報に基づいて、大量買付行為等に応じ

るか否かについて適切な判断をすることが可能となり、株主の皆様及び投資家の皆様の共

同の利益の保護につながるものと考えております。したがいまして、本プランの導入は、

株主の皆様及び投資家の皆様が適切な投資判断を行ううえでの前提となるものであり、株

主の皆様及び投資家の皆様の共同の利益の確保・向上に資するものであると考えておりま

す。 

なお、上記Ⅲ.4.「大量買付行為等に対する対抗措置」記載のとおり、大量買付者が大量

買付ルールを遵守するか否かにより、当該大量買付行為等に対する当社の対応方針が異な

りますので、株主の皆様及び投資家の皆様におかれましては、大量買付者の動向に十分ご

注意ください。 

 

2． 対抗措置の発動時に株主の皆様及び投資家の皆様に与える影響等 

大量買付者が大量買付ルールを遵守しなかった場合又は大量買付ルールを遵守した場合

でも、大量買付行為等が当社に回復し難い損害をもたらすことが明らかであると認められ、

対抗措置を採ることが相当であると判断する場合には、当社取締役会は、当社の企業価値

ひいては株主の皆様の共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当てその

 
7 取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収への対応方針を意味します。 
8 取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収へ

の対応方針を意味します。 
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他法令及び当社定款において当社取締役会の権限として認められている対抗措置を採るこ

とがありますが、当社取締役会が具体的対抗措置を採ることを決定した場合には、法令及

び取引所規則に従って適時適切な開示を行います。 

当社取締役会が対抗措置のうち新株予約権の無償割当てを行った場合、大量買付者につ

いては、保有する株式について希釈化が生じるなど、その法的権利又は経済的側面におい

て不利益が発生する可能性があります。これに対し、対抗措置発動の対象となった大量買

付者を除く株主の皆様については、当該対抗措置の仕組み上、保有する当社株式の希釈化

等が生じることはなく、法的権利又は経済的側面において格別の損失が生じる事態が生じ

ることは想定されておりません。 

なお、当社は、対抗措置として新株予約権の無償割当ての決議を行い、新株予約権の割

当てを受ける株主の皆様が確定した後であっても、効力発生日の前日までの間に新株予約

権の無償割当てを中止し、又は新株予約権の無償割当ての効力発生日以降行使期間開始日

前日までの間に無償にて当該新株予約権を取得することがあります。これらの場合には、

当社株式１株当たりの価値の希釈化は生じないことから、当社株式１株当たりの価値の希

釈化が生じることを前提にして当社株式の取引を行った株主の皆様又は投資家の皆様は、

株価の変動により相応の損害を被る可能性がありますのでご留意ください。 

 

3． 新株予約権の無償割当てを行う場合に株主の皆様において必要となる手続 

対抗措置として考えられるもののうち、別紙５「新株予約権の概要」の記載に従って新

株予約権の無償割当てを行う場合及び当社が新株予約権を取得する場合について、株主の

皆様に関連する手続は、以下のとおりです。 

(1) 新株予約権の無償割当て 

新株予約権の無償割当ての対象とされた株主の皆様は、当社取締役会において定めた

効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、割当てに伴って特別な手続を行

っていただく必要はありません。 

ただし、新株予約権の無償割当ては、当社取締役会が定めた一定の基準日時点の株主

名簿に記録された株主の皆様に対して行われるため、当該基準日までに株主として、株

主名簿に記録されている必要がありますのでご留意ください。 

 

(2) 新株予約権の行使 

新株予約権を行使する場合には、当社株式を取得するために所定の期間内に一定の金

額の払込みをしていただく必要があります。当該手続の詳細につきましては、実際に新

株予約権の無償割当てを行うことになった際に、法令等に基づき別途お知らせいたしま

す。 

 

(3) 当社による新株予約権の取得 
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当社が、新株予約権を当社株式と引き換えに取得する場合、当社が新株予約権の取得

に必要な所定の手続を行えば、当該取得の対象となる新株予約権を保有する株主の皆様

は、行使価額相当額の払込み等の新株予約権の行使に係る手続を経ることなく、当社に

よる新株予約権取得の対価として、当社株式の交付を受けることができます。ただし、

当社が新株予約権を取得する際に、大量買付者に該当しないことを証する書面等の提出

をお願いする場合がありますのでご留意ください。 

 

以 上 
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別紙１ 

大株主の状況 

 

2026年３月 31日現在 

氏名または名称 
所有株式数 

(株) 

発行済株式(自己

株式を除く。)の

総数に対する所

有株式数の割合

(％) 

中西 一真 613,529 9.87 

レック株式会社 575,100 9.25 

中西製作所取引先持株会 524,774 8.44 

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDP AIF CLIENTS NON 

TREATY ACCOUNT 
400,000 6.43 

MSIP CLIENT SECURITIES 395,400 6.36 

中西 昭夫 256,900 4.13 

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 229,600 3.69 

ガリレイ株式会社 207,300 3.33 

中西製作所従業員持株会 197,388 3.17 

株式会社みずほ銀行 161,700 2.60 

(注) １ 発行済株式総数は 6,306,000株です。 

２ 上記のほか、当社所有の自己株式 92,108株があります。 
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別紙２ 

本プランの概要 

 

 

 

株主総会開催 

大量買付ルールを 

遵守する場合 

意向表明書の受領 
（取締役会宛） 

大量買付情報リストの交付 

大量買付情報の受領 

大量買付情報の追加要求 

取締役会による審議・検討 
（60日間又は 90日間） 

(注)独立委員会の勧告を踏まえ、 
最大 30日間の延長可能性 

取締役会が株主総会の開

催が実務上適切と判断し
た場合又は独立委員会が
株主総会の開催を勧告し

た場合 

当社に回復し難い

損害を与えること
が明らかであり、対
抗措置の発動が相

当な場合 

当社に回復し難い損

害を与えることが明
らかでない、又は対
抗措置の発動が不相

当な場合 

取締役会 

受領後 10営業日以内 

対抗措置不発動 対抗措置発動（新株予約権無償割当て等） 

※取締役会は独立委員

会の勧告を最大限尊重 

大量買付者の出現 

大量買付ルールを 

遵守しない場合 

独 

立 

委 

員 

会 

諮問 

勧告 

 

 
勧告 

諮問 

 

 
勧告 

諮問 

不遵守の場合
適宜移行 

不遵守の場合

適宜移行 

不遵守の場合
適宜移行 

※ 上記フローチャートは、あくまで大量買付ルールの概要をわかりやすく説明するための参考として作成
されたものであり、大量買付ルールの詳細内容についてはプレスリリース本文をご参照下さい。 
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別紙３ 

 

独立委員会規則の概要  

 

1．独立委員会設置の目的 

独立委員会は、本プランにおける取締役会の判断の客観性、公正さ及び合理性を担保する

ために設置される。 

2．独立委員会の構成 

独立委員会の委員は３名以上とし、公正で合理的な判断を可能とするため、当社の業務執

行を担う経営陣から独立している社外取締役及び社外監査役の中から選任される。 

3．独立委員の任期 

(1) 独立委員会の委員の任期は、選任の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会の終了後最初に開催される取締役会の終了の時までとし、再

任を認めるものとする。 

(2) 増員又は補欠として選任された独立委員会の委員の任期は、在任委員の任期の満了する

時までとする。 

4．独立委員会の招集手続 

独立委員会は、当社代表取締役の要請により、独立委員会の決議により選定される独立委

員会の議長又は各独立委員が招集する。 

5．独立委員会の決議方法 

独立委員会の決議は、原則として、独立委員全員が出席し、全員の一致をもってこれを行

う。 

6．独立委員会の権限事項 

(1) 独立委員会は、当社取締役会からの諮問を受けて、以下の各号に記載される事項につき

審議・検討を行い当社取締役会に対して勧告する。なお、独立委員会の各委員は、当社

の企業価値ひいては株主の共同の利益の確保・向上に反するか否かという観点から審

議・検討を行う。 

① 本プランにおける対抗措置の発動の是非（株主総会の開催を求めるか否かを含む。） 

② 本プランにおける対抗措置の中止又は撤回 

③ 大量買付者から提出された情報が必要かつ十分か否かの判断 

④ 次項に基づき対抗措置の発動の是非を検討するにあたり、必要となる追加情報の提

供を請求する場合の追加情報の範囲 

⑤ 本検討期間の延長の可否 

⑥ 株主に不利益を与えない範囲の本プランの修正又は変更 

⑦ その他本プランに関連して当社取締役会が任意に独立委員会に諮問する事項 

(2) 独立委員会は、審議・検討にあたり、大量買付情報その他大量買付者から提供を受けた

情報が不十分であると判断した場合には、当社取締役会を通じて大量買付者に対して、

追加情報の提供を求めることができる。 

7．独立委員会への出席 
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独立委員会は、必要に応じて、当社の取締役又は従業員等を出席させ、独立委員会が必要

な情報の提供を求めることができる。 

8．第三者の助言 

独立委員会は、その職務の執行にあたり、当社の費用負担において、当社取締役会から独

立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士及びコンサルタン

ト等の専門家を含む。）の助言を受けることができる。 

 

以 上 
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別紙４ 

独立委員会委員の氏名及び略歴  

 

 

氏名 秋吉 忍（あきよし しのぶ） 

略歴 

1977年３月 29日生 

2008年４月 弁護士登録（大阪弁護士会） 

2009年１月 堂島総合法律事務所入所 

2018年１月 同事務所パートナー弁護士（現任） 

2025年６月 当社社外取締役（現任） 

 

氏名 辻󠄀坂 清志（つじさか きよし） 

略歴 

1985年 10月 30日生 

2013年１月 弁護士登録（大阪弁護士会） 

弁護士法人権藤・黒田法律事務所（現弁護士法人権藤＆パートナーズ）入所 

2020年３月 同法人パートナー弁護士(現任) 

2022年６月 当社社外監査役（現任） 

 

氏名 大西 啓之（おおにし けいじ） 

略歴 

1965年３月２日生 

1987年４月 大阪国税局入局 

2017年７月 港税務署長 

2024年 7月 大阪国税局調査第二部長 

2025年９月 大西啓之税理士事務所開設 同事務所代表(現任) 

2026年６月 当社社外監査役（選任予定） 

 

注：当社との関係について 

秋吉忍氏は、当社の社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし

て指定し、同取引所に届け出ております。 

辻󠄀坂清志氏は、当社の社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員と

して指定し、同取引所に届け出ております。 

大西啓之氏は、当社の社外監査役に選任予定であり、東京証券取引所の定めに基づく

独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。 

 

以 上 

 



 

 

25 

別紙５ 

新株予約権の概要  

 

1. 割当ての対象となる株主及び株主に割り当てる新株予約権の数 

当社取締役会で定める基準日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所

有株式（ただし、当社の有する当社普通株式を除く。）１株につき１個以上で当社取締役

会が定める割合に従って新株予約権を無償で割り当てる。 

2. 新株予約権の目的である株式の種類及び数 

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権 1個の行使により

交付される当社普通株式の数は１株とする。また、当社が株式分割もしくは株式併合を

行う場合又はその他の場合においては、所要の調整を行うものとする。 

3. 無償割当ての効力発生日 

当社取締役会において別途定める。 

4. 行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、新株予約権の行使に際して出

資される財産の価額は、当社普通株式１株当たり金１円以上として当社取締役会におい

て定める額とする。 

5. 新株予約権の譲渡制限 

新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

6. 当社による新株予約権の取得 

当社は、当社取締役会が定める日（以下「取得日」という。）をもって、取得日の前日ま

でに未行使の新株予約権（ただし、以下の 7．において定める行使条件等により新株予約

権を行使できない者が有する新株予約権を除く。）の全てを取得し、これと引き換えに、

新株予約権１個につき、当社普通株式１株を交付することができる。 

7. 新株予約権の行使条件 

大量買付者及びその共同保有者等（大量買付者の共同保有者（金融商品取引法第 27条の

23第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者

及び当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）及び特別関係者（同法第 27

条の２第７項に規定する特別関係者及び当社取締役会がこれに該当すると認めた者をい

います。）を意味するものとします。）並びに大量買付者及びその共同保有者等から当社

取締役会の承認を得ずに新株予約権を取得又は承継した者は、新株予約権を行使できな

いものとする。その他の行使条件については、当社取締役会において定めるものとす

る。 

8. 新株予約権の行使期間等 

新株予約権の行使期間その他必要な事項は、当社取締役会において別途定める。 

 

以 上 


